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平成 29 年 3 ⽉ 10 ⽇ 
 
 

施設管理・運営業務に係る契約の締結について 

 
 

競争の導⼊による公共サービス改⾰に関する法律に基づく「独⽴⾏政法⼈教員研修セン
ター施設管理・運営業務」に係る⺠間競争⼊札において下記の通り契約を締結しました。 

 
 

１． 契約の相⼿⽅ 
国際ビルサービス株式会社 
代表取締役 ⿃⾕ 尚道 
神奈川県横浜市港北区新横浜 2 丁⽬ 5 番 1 号 
 

２． 契約⾦額 
167,702,400 円（消費税込み） 
 

３． 詳細な内容及びその実施に当たり確保されるべき対象公共サービスの質に関する
事項 

  
 対象公共サービスの詳細な内容 

独⽴⾏政法⼈教員研修センター（以下「本センター」という。）は、校⻑、教
員、その他の学校関係者に対する研修などを⾏い、その資質の向上を図ることを
⽬的とする施設である。 
・施設名称：教員研修センター 
・所 在 地 ：茨城県つくば市⽴原 3 番地 
・敷地⾯積：67,559 ㎡ 
・建 物 ：19 棟 別紙 1-1、別紙 1-2 参照 

   

 建築物等点検保守 
建築物の構造、屋根、外壁、建具等、また敷地内の⼯作物や外構について、

⽇常点検、定期点検及び保守等を⾏う。 
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建築基準法第 12 条第 1 項及び第 3 項による特定建築物等定期調査、点検、
報告、検査を⾏う。 

なお、対象とする建築物は別紙 1-1、⼯作物や外構は別紙 1-2、1-6、設備等
は別紙 1-3 に⽰す。 
 電気設備等運転監視・点検保守 

対象施設に設置してある受変電・発電設備等の電気設備、電話・防犯カメラ
等の通信設備について、運転・監視、⽇常点検、定期点検及び保守等を⾏う。 

なお、対象とする電気設備等は別紙 1-3 に⽰す。 
 機械設備等運転監視・点検保守 

対象施設に設置してある空調設備及び衛⽣設備等の機械設備等について、運
転・監視、⽇常点検、定期点検及び保守等を⾏う。 

なお、対象とする機械設備等は別紙 1-3 に⽰す。 
 中央監視⾃動制御設備運転監視・点検保守 

対象施設に設置してある電気設備及び機械設備等中央監視制御設備の運転・
監視、⽇常点検、定期点検及び保守等を⾏う。 

なお、対象とする中央監視⾃動制御設備は別紙 1-4 に⽰す。 
 防災⾮常設備点検保守 

対象施設に設置してある⾃動⽕災報知設備・屋内屋外消⽕栓設備・消⽕器
具・ガス漏れ⽕災警報設備・避難器具・誘導灯及び誘導標識・防排煙設備・連
結送⽔管・業務放送設備を含む⾮常放送設備について、定期点検を⾏う。 

なお、対象とする防災⾮常設備は別紙 1-5、業務放送設備は別紙 1-3 に⽰
す。 
 昇降機の点検保守 

対象施設に設置してある昇降機設備の定期点検及び保守等を⾏う。 
なお、対象とする昇降機設備は別紙 1-3 に⽰す。 

 環境項⽬の定期測定、法定検査及び害⾍等の防除 
対象施設の空気環境測定、ボイラー設備の煤煙測定、給⽔・給湯・衛⽣設備

の⽔質測定並びに害⾍等の防除を⾏う。 
 電気⼯作物の保安 

電気主任技術者の資格を有する者を配置し、対象施設における電気⼯作物の
⼯事・維持・運⽤に関する保安監督職務を⾏う。 
 分煙機、洗濯乾燥機の点検保守 

対象施設に設置されている分煙機、洗濯乾燥機について定期点検、保守を⾏
う。 

なお、対象とする分煙機、洗濯乾燥機は別紙 1-3 に⽰す。 
 ⼯事・検査の⽴会い等、関係者への連絡調整 

修理の必要な⼯事や建物の改修等の⼯事の際に案内・連絡調整、諸官庁関係
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者の検査等の⽴会い、所内関係者や研修等での本センター利⽤者への設備の故
障時の対応等の連絡調整を⾏う。 
 宿泊施設の⼊退時の点検保守 

研修を⾏うにあたり宿泊施設を提供している為、宿泊施設の使⽤前、使⽤後
に室内、共⽤部の点検を⾏い、宿泊に必要な設備、環境の維持管理を⾏う。 

 
 臨時点検及び緊急対応 

地震等の災害により対象施設の状況確認が必要な場合に、臨時点検を⾏う。 
また、緊急の対応が必要な場合に、応急措置、整備及び修理等の適切な措置

を講じる。 
 

 本管理業務全般に係る業務 
業務の実施に当たっては、⼀企業とすることも、複数の企業で構成されるグルー

プ（以下「⼊札参加グループ」という。）とすることも可能とする。 

本管理業務を実施するに当たり、⼊札参加グループを構成する場合は、その代
表となる企業（以下「代表企業」という。）を定め、代表企業はグループに参加
するその他の企業（以下「グループ企業」という。）と密に連携をとり、本管理
業務を包括的に管理すること。 

代表企業及びグループ企業は、定期的に本センターと連携を図り、円滑な管
理・運営業務を実施すること。 

代表企業は、本管理業務の履⾏に関し、⼊札参加グループを代表して本センタ
ーと折衝する権限並びに⾃⼰の名義をもって契約代⾦の請求、受領及び⼊札参
加グループに属する財産を管理する権限を有するものとする。 

本業務を実施する⺠間事業者（以下「受注者」という。）は、本センターに対
する報告及び調整、各業務従事者（⼊札参加グループで参加する場合は、各企業）
への指⽰及び関係者との調整等の本管理業務を円滑に実施するための業務（以
下「統括管理業務」という。）を実施する。 
 受注者は、統括管理業務を実施するに当たり、統括管理責任者を選任するこ
と。ただし⼊札参加グループで参加する場合の統括管理責任者は、代表企業か
ら選出すること。 

なお、統括管理責任者は、業務責任者を兼務することができる。また、統括
管理責任者が⽋けた場合の代⾏者をあらかじめ定めておくこと。 
 統括管理責任者は、各業務の履⾏状況を常に把握し、施設管理担当者へ報告
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すること。 
 施設管理担当者からの指⽰については、統括管理責任者から速やかに各業務
責任者を通じて実⾏すること。 
 各業務責任者は、統括管理責任者を通じて施設管理担当者に、報告書その他
の関係書類を提出し、業務の重要事項に関することを報告すること。 

 統括管理責任者は、副統括管理責任者を置くことができる。 
 副統括管理責任者は、統括管理責任者を選出した事業者から選出し、業務責
任者を兼務することができる。 
 副統括管理責任者は、統括管理責任者を補助し、統括管理責任者が不在の際
は、これに代わる。 

 
 点検等及び保守、環境測定等 

本管理業務は、国⼟交通省⼤⾂官房官庁営繕部監修「建築保全業務共通仕様書
（平成 25 年版）」（以下「共通仕様書」という。）第 1 編総則によるほか以下に
よる。 

共通仕様書中に記載の【業務責任者】は【統括管理責任者】に読み替えるもの
とし、この実施要項中に記載の業務責任者は 1.1（２）の内容のそれぞれに対し
てあらかじめ定める者とする。（1 ⼈が複数の内容の責任者となることは可能。） 

業務の⼀般共通事項については別紙 2 による。 
本実施要項の位置づけは共通仕様書に⽰す現場説明書及び特記仕様書にあた

るものとする。 

⼀般事項は、共通仕様書第 2 編定期点検等及び保守により、各点検保守の詳細
は別紙 3-1-1 から別紙 3-1-6 による。 

⼀般事項は、共通仕様書第 3 編運転・監視及び⽇常点検・保守により、詳細は
別紙 3-2 による。 

⼀般事項は、共通仕様書第 5 編執務環境測定等により、詳細は別紙 3-3 によ
る。 

上記以外の本センターが運営上必要な業務の詳細については別紙 3-4 による。 

定期的な業務の⼀覧と実施時期表を参考に別紙 3-5 に⽰す。 
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 業務の引継ぎ 

本センターは、当該引継ぎが円滑に実施されるよう、現⾏の事業者及び新たな
受注者に対して必要な措置を講ずるとともに、引継ぎが完了したことを確認す
る。 

新たな受注者は、本業務の開始⽇までに、業務内容を明らかにした書類等によ
り、現⾏の事業者から業務の引継ぎを受けるものとする。 

なお、その際の事務引継ぎに必要となる経費は、受注者の負担となる。 

本センターは、当該引継ぎが円滑に実施されるよう、受注者及び次回の受注者
に対して必要な措置を講ずるとともに、引継ぎが完了したことを確認する。 

本管理業務の終了に伴い受注者が変更となる場合には、受注者は、当該業務の
開始⽇までに、業務内容を明らかにした書類等により、次回の受注者に対し、引
継ぎを⾏うものとする。 

なお、その際の事務引継ぎに必要となる経費は、受注者の負担となる。 
 

 サービスの質の設定 
本管理業務の実施に当たり達成すべき質及び最低限満たすべき⽔準は以下のとお

りとする。 
 

 本管理業務の質 

本センターの職員及び利⽤する研修者に対して良好な環境を提供するととも
に業務や研修の円滑な実施を可能とすること。 
 快適性の確保 

本センターの主催研修事業の終了後に⾏う「施設・設備アンケート」におい
て「やや不満」、「不満⾜」となる回答数が、全回答者（⽬標回収率 90%以上）
の回答項⽬数（5 つ）合計の 20%未満にすること。 

※ 施設アンケートは各研修にて別紙 4 のフロア退出⽇点検表と合わせて
アンケートを配布し調査を⾏い、回収したアンケートは概ね 3 ヶ⽉毎に
集計して、結果を提⽰するものとする。 

 品質の維持 
本管理業務の不備に起因する本センターの公共サービスの中断（0 回） 
本管理業務の不備に起因する宿泊の不能（0 回） 
※ 部屋の移動で対処できる場合は除く。 

 安全性の確保 
本管理業務の不備に起因する本センター内における怪我の発⽣（0 回） 
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本管理業務の不備に起因する停電・空調停⽌・断⽔（0 回） 
 

 各業務において確保すべき⽔準 
次に整理する要求⽔準を確保すること。 
なお、各業務における現⾏基準は、従来の実施⽅法として下記６．で開⽰する情

報に定める内容とする。 
ただし、従来の実施⽅法については、改善提案を⾏うことができる。 

 点検 
指定された業務内容を実施し、建築物等の機能及び劣化の状態を調査し、異

常⼜は、劣化がある場合は、必要に応じ対応措置を判断し実⾏すること。 
 保守 

建物等の点検を⾏い、点検等により発⾒された建築物等の不良箇所の修繕や
部品交換等により建築物等の性能を常時適切な状態に保つこと。 
 運転・監視 

環境条件から設備類の適切な運転を⾏い、快適な環境の維持と省エネルギー
に配慮すること。 
 執務環境測定 

建築物における衛⽣的環境の確保に関する法律（以下「建築物衛⽣法」とい
う。）を遵守し、各測定等を⾏い、測定の結果、管理基準に適合しない場合に
は、その原因を推定し、本センターの施設管理担当者に報告すること。 
 害⾍防除 

建築物衛⽣法を遵守し、ねずみやゴキブリ等昆⾍の調査及び防除措置を⾏う
こと。 
 その他の業務 

⼯事、修理の際の現場案内、本センター設備の運転調整、諸官庁⽴⼊り検査
の際の⽴会い、検査に必要な点検等資料の整理・保管、宿泊施設の⼊居時、退
去時の点検・保守及び宿泊者が快適に宿泊できる維持管理を⾏うこと。 

 
 創意⼯夫の発揮可能性 
本業務を実施するに当たっては、以下の観点から法令に反しない限り受注者の創

意⼯夫を反映し、公共サービスの質の向上（包括的な質の向上、効率化の向上、経費
の削減等）に努めるものとする。 

受注者は、別途定める様式に従い、本管理業務の実施全般に係る質の向上の観
点から取り組むべき事項等の提案を⾏うこととする。 
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受注者は、各業務の現⾏基準として⽰す従来の実施⽅法に対し、改善すべき提
案（コスト削減に係る提案を含む。）がある場合は、別途定める様式に従い、具
体的な⽅法等を⽰すとともに、現⾏基準レベルの質が確保できる根拠等を提案
すること。 

 
 委託費の⽀払⽅法 
本センターは事業期間中の検査・監督を⾏い、確保すべき⽔準（企画書に改善提案

があった事項を含む。）が満たされているか確認した上で、委託費を⽀払う。 
確保すべき⽔準が満たされていない場合は、再度業務を⾏うように指⽰を⾏うと

ともに、受注者は速やかに業務改善計画書を施設管理担当者に提出することとし、遂
⾏後の確認が出来ない限り対価の⽀払いは⾏わないものとする。 

検査・監督の結果、質が確保されていない場合は、委託費の減額を⾏う。 
委託費の⽀払いに当たっては、受注者は当該⽉分の業務完了後、本センターが指定

する様式による書⾯⼜は、指定がない場合は受注者の様式により、⽀払請求を⾏い、
本センターは、これを受理した⽇から 30 ⽇以内に質の達成状況に応じた⾦額を受注
者に⽀払うものとする。 

委託費の⽀払いは平成 29 年 4 ⽉より会計課経理・調達係より 1 ヶ⽉毎の均等分割
により、48 回に分けて⽀払うものとし、引継ぎや準備等による費⽤は別途⽀払わな
いものとする。 

 
 費⽤負担等に関するその他の留意事項 

本管理業務を実施するに当たり、各業務で使⽤する消耗部品、材料等は、別に
定める受注者が負担するものを除き、全て本センターの負担とし、受注者の請求
に応じ⽀給するものとする。 

ただし、⽀給した消耗部品、材料等は受注者が適正に保管・管理するものとす
る。 

本センターは、本管理業務の実施に必要な施設の電気、ガス、⽔道に係る費⽤
は発注者の負担とし、無償で使⽤できるものとする。 

業務に必要な資格や技能向上等の講習、研修及び⼿続き（法令上のものも含
む。）にかかる費⽤は別に定めるものを除き受注者の負担とする。 

法令の変更により受注者に⽣じた合理的な増加費⽤及び損害は、以下の①か
ら③までのいずれかに該当する場合には本センターが負担し、それ以外の法令
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変更については受注者が負担するものとする。 
 本業務に類型的⼜は特別に影響を及ぼす法令変更及び税制度の新設 
 消費税その他類似の税制度の新設・変更（税率の変更含む。） 
 上記①、②のほか、法⼈税その他類似の税制度の新設・変更以外の税制度の
新設・変更（税率の変更を含む。） 

 
４． 実施期間に関する事項 
 

業務の実施期間は、平成 29 年 4 ⽉ 1 ⽇〜平成 33 年 3 ⽉ 31 ⽇まで。 
 

 
５． 公共サービス実施⺠間事業者が、対象公共サービスを実施するに当たり、国の⾏

政機関等の⻑等に対して報告すべき事項、秘密を適正に取り扱うために必要な措
置その他の対象公共サービスの適正かつ確実な実施の確保のために契約により公
共サービス実施⺠間事業者が講ずべき措置に関する事項 

 

 業務計画書の作成と提出 
受注者は本管理業務を⾏うに当たり、事業開始までに業務計画書を作成し施

設管理担当者の承諾を受けること。 
また各年度の年度初めまでに年間予定表を、各⽉初めの５⽇前までに⽉間予

定表を作成し、施設管理担当者に提出し承諾を受けること。 
 業務報告書の作成と提出 

受注者は、本管理業務の各業務の履⾏結果を正確に記載した業務⽇報、業務
⽉報、年間総括報告書を業務報告書として作成し、施設管理担当者に提出する
こと。 

業務⽇報を毎⽇作成し、翌⽇の朝 9：00 までに提出すること。 
ただし施設管理担当者が不在の場合は、在室時に提出すること。 

業務⽉報を翌⽉の 5 ⽇以内に提出すること。 
各事業年度終了後、毎年 4 ⽉ 15 ⽇（当該⽇が閉庁⽇の場合は直後の開庁⽇
とする。）までに前年度の本管理業務の年間総括報告書を提出する。 

 本センターの検査・監督体制 
受注者からの報告を受けるに当たり、本センターの検査・監督体制は以下の

とおり。 
施設管理担当者（監督職員）は総務部会計課施設係⻑とする。 
検査職員は総務部会計課⻑とする。 
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本センターは、受注者による業務の適正かつ確実な実施を確保する必要があ
ると認めるときは、受注者に対し、本管理業務の状況に関し必要な報告を求め、
⼜は受注者の事務所（業務実施場所）に⽴ち⼊り、業務の実施状況⼜は帳簿、書
類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問することができる。 

⽴⼊検査をする本センターの職員は、検査等を⾏う際には、当該検査等が法第
２６条第１項に基づくものであることを受注者に明⽰するとともに、その⾝分
を⽰す証明書を携帯し、関係者に提⽰するものとする。 

業務実施期間中の本センターからの連絡や指⽰については、次のとおりとす
る。 
 業務の内容についての連絡は施設管理担当者から⾏うものとする。 
 本管理業務対象設備の損害、不具合や本センターの公共サービスに影響があ
る内容については本センター職員から連絡を⾏う。 
 業務の検査・監督において業務の質の低下につながる問題点を確認した場合
は、その場で指⽰を⾏うことができる。 

受注者は、本管理業務に関して本センターが開⽰した情報等（公知の事実等を
除く。）及び業務遂⾏過程で作成した提出物等に関する情報を漏洩してはならな
いものとし、そのための必要な措置を講ずること。 

受注者（その者が法⼈である場合にあっては、その役員）若しくはその職員そ
の他の本業務に従事している者⼜は従事していた者は業務上知り得た秘密を漏
らし、⼜は盗⽤してはならない。 

これらの者が秘密を漏らし、⼜は盗⽤した場合には、法第５４条により罰則の
適⽤がある。 

 業務の開始及び中⽌ 
受注者は、締結された本契約に定められた業務開始⽇に、確実に本業務を開
始しなければならない。 
受注者は、やむを得ない事由により、本業務を中⽌しようとするときはあら
かじめ本センターの承認を受けなければならない。 

 公正な取扱い 
受注者は、本業務の実施に当たって、当該施設利⽤者を合理的な理由無く区
別してはならない。 
受注者は、当該施設利⽤者の取扱いについて、⾃らが⾏う他の事業における
利⽤の有無等により区別してはならない。 

 ⾦品等の授受の禁⽌ 
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受注者は、本管理業務において、⾦品等を受け取ること⼜は与えることをし
てはならない。 
 宣伝⾏為の禁⽌ 

受注者及び本業務に従事する者は、本業務の実施に当たって、⾃らが⾏う業
務の宣伝を⾏ってはならない。 

受注者及び本業務を実施する者は、本業務の実施の事実をもって、第三者に
対し誤解を与えるような⾏為をしてはならない。 
 法令の遵守 

受注者は、本業務を実施するに当たり適⽤を受ける関係法令等を遵守しなく
てはならない。 
 安全衛⽣ 

受注者は、本業務に従事する者の労働安全衛⽣に関する労務管理について
は、責任者を定め、関係法令に従って⾏わなければならない。 
 記録・帳簿書類等 

受注者は、実施年度ごとに本業務に関して作成した記録や帳簿書類を、委託
事業を終了した⽇⼜は中⽌した⽇の属する年度の翌年度から起算して５年間保
管しなければならない。 
 権利の譲渡 

受注者は、原則として本契約に基づいて⽣じた権利の全部⼜は⼀部を第三者
に譲渡してはならない。 
 権利義務の帰属等 

本業務の実施が第三者の特許権、著作権その他の権利と抵触するときは、受
注者は、その責任において、必要な措置を講じなくてはならない。 
受注者は、本業務の実施状況を公表しようとするときは、あらかじめ本セン
ターの承認を受けなければならない。 

 契約によらない⾃らの事業の禁⽌ 
受注者は、本業務の対象施設において、本センター理事⻑の許可を得ること

なく⾃ら⾏う事業⼜は本センター理事⻑以外の者との契約（本センター理事⻑
との契約に基づく事業を除く。）に基づき実施する事業を⾏ってはならない。 
 取得した個⼈情報の利⽤の禁⽌ 

受注者は、本業務によって取得した個⼈情報を、⾃ら⾏う事業⼜は本センタ
ー以外の者との契約（本業務を実施するために締結した他の者との契約を除
く。）に基づき実施する事業に⽤いてはならない。 
 再委託の取扱い 

受注者は、本業務の実施に当たり、その全部を⼀括して再委託してはならな
い。 
受注者は、本業務の実施に当たり、その⼀部について再委託を⾏う場合は、
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原則としてあらかじめ企画書において、再委託に関する事項（再委託先の住
所・名称、再委託先に委託する業務の範囲、再委託を⾏うことの合理性及び
必要性、再委託先の業務履⾏能⼒並びに報告徴収その他業務管理の⽅法）に
ついて記載しなければならない。 
受注者は、本契約締結後やむを得ない事情により再委託を⾏う場合には、再
委託に関する事項を明らかにした上で本センターの承認を受けなければな
らない。 
受注者は、上記 2）及び 3）により再委託を⾏う場合には、再委託先から必
要な報告を徴収することとする。 
再委託先は、上記の（4）秘密の保持及び（5）②から⑪までに掲げる事項に
ついては、受注者と同様の義務を負うものとする。 
受注者が再委託先に業務を実施させる場合は、全て受注者の責任において⾏
うものとし、再委託先の責めに帰すべき事由については、受注者の責めに帰
すべき事由とみなして、受注者が責任を負うものとする。 

 契約内容の変更 
受注者及び本センター理事⻑は、本業務の更なる質の向上の推進⼜はその他

やむを得ない事由により本契約の内容を変更しようとする場合は、あらかじめ
変更の理由を提出し、それぞれの相⼿⽅の承認を受けるとともに、法第 21 条
の規定に基づく⼿続を適切に⾏わなければならない。 
 設備更新等の際における受注者への措置 

本センター理事⻑は、次のいずれかに該当するときは、受注者にその旨を通
知するとともに、受注者と協議の上、契約を変更することができる。 

設備を更新、撤去⼜は新設するとき。 
法令改正、施設の管理⽔準の⾒直し等により業務内容に変更が⽣じるとき。 
⼊居官署の変動等により業務量に変動が⽣じるとき。 

 契約解除 
本センターは、受注者が次のいずれかに該当するときは、契約を解除するこ
とができる。 

偽りその他不正の⾏為により落札者となったと判明したとき。 
法第 10 条の規定の準⽤により、⺠間競争⼊札に参加するものに必要な資格
の要件を満たさなくなったとき。 
本契約に従って本業務を実施できなかったとき、⼜はこれを実施することが
できないことが明らかになったとき。 
上記３）に掲げる場合のほか、本契約において定められた事項について重⼤
な違反があったとき 
法律⼜は本契約に基づく報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、⼜は検査を
拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁せず、若しくは虚
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偽の答弁をしたとき。 
法令⼜は本契約に基づく指⽰に違反したとき 
受注者⼜はその他の本業務に従事する者が、法律⼜は本契約に違反して、本
業務の実施に関して知り得た秘密を漏らし、⼜は盗⽤したとき。 
暴⼒団関係者を、業務を統括する者⼜は従業員としていることが明らかにな
ったとき。 
暴⼒団⼜は暴⼒団関係者と社会的に⾮難されるべき関係を有していること
が明らかになったとき。 

 契約解除時の取扱い 
 上記⑮に該当し、契約を解除した場合には、本センターは受注者に対し当
該解除の⽇までに本業務を契約に基づき実施した期間に係る委託費を⽀払
う。 
 この場合、受注者は、契約⾦額から消費税及び地⽅消費税に相当する⾦額
並びに上記１）の委託費を控除した⾦額の 100 分の 10 に相当する⾦額を違
約⾦として本センターの指定する期間内に納付しなければならない。 
 本センターは、受注者が前項の規定による⾦額を本センターの指定する期
⽇までに⽀払わないときは、その⽀払期限の翌⽇から起算して⽀払いのあっ
た⽇までの⽇数に応じて、年 100 分の 5 の割合で計算した⾦額を延滞⾦と
して納付させることができる。 
 本センターは、契約の解除及び違約⾦の徴収をしてもなお損害賠償の請求
をすることができる。 

なお、本センター理事⻑から受注者に損害賠償を請求する場合において、
原因を同じくする⽀払済みの違約⾦がある場合には、当該違約⾦は原因を
同じくする損害賠償について、⽀払済額とみなす。 

 不可抗⼒免責 
受注者は、上記事項にかかわらず、不可抗⼒により本業務の全部若しくは⼀

部の履⾏が遅延⼜は不能となった場合は当該履⾏遅延⼜は履⾏不能による責任
を負わないものとする。 
 契約の解釈 

本契約に関して疑義が⽣じた事項については、その都度、受注者と本センタ
ーが協議するものとする。 

 
６． 公共サービス実施⺠間事業者が対象公共サービスを実施するに当たり第三者に損

害を加えた場合において、その損害の賠償に関し契約により当該公共サービス実
施⺠間事業者が負うべき責任に関する事項 
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本契約を履⾏するに当たり、受注者⼜はその職員その他の当該公共サービスに従
事する者が、故意⼜は過失により、当該公共サービスの受益者等の第三者に損害を加
えた場合には、次に定めるところによるものとする。 

 
７． 提案された内容のうち具体的な実施体制及び実施⽅法の概要 

統括管理責任者の下、業務の履⾏に⼗分で、緊急・⾮常時においても会社としてバ
ックアップが出来るような実施体制。 

業務の実施にあたっては、新たな提案等は無いが、実施要項の内容に従って点検等
を⾏い、必要に応じてきめ細かく対応することで、質の確保を⾏い、業務を履⾏する。 

 


